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巻 頭 言

法の枠の範囲を見極 め、できうる実践の成果を

柳井 圭子 日本赤十字九州国際看護大学

臨床看護師を経て、しばし法学の世界に飛び込み、そこで看護学 とは異なる観点(ま さに法的

観点)か ら、生死について学ぶ機会 を得た。人はいつか ら 「人」となるのか、人はいつ 「人」で

なくなるのか、また人権 とはなにか、看護者の義務はどこから生じているか等々、その答えと理

由を見つけるべ く文字で示 された法律の条文 と向き合いながら、文言 どお りでなく解釈による広

がりの可能性 と超えられない限界について、まさに格闘してきた。特に、現在話題 と注 目の的に

なっている日本国憲法とその憲法を実現す るための行政法に魅せ られ、学位を取得す るに至った。

ここで得た 「知」を看護にどう活かすのかが、次なる課題であった。

1990年 代、これまで法学を学んできた看護職も、その 「知」を活かせる場面が訪れた。イン

フォーム ド・コンセン ト、患者の権利等、これまでのパターナ リズムの医療か ら、患者 と医療者

と協働する医療への転換で、患者の身近で患者の権利の擁護者 となるべ く、倫理だけでな くその

根拠となる法の学びは必須である。

また医療事故 ・医療過誤において、看護者 も当事者として対処すること、直接的には関与 して

いなくとも事故防止の鍵 となることに期待が寄せ られている。 リスク管理の研究・実務か ら、裁

判例による事故原因 ・要因の分析、調査がなされている。さらに高度情報化社会に伴 う個人情報

の取 り扱いと秘密保持等 もまた、看護職にとって重要な課題である。個人情報保護法の整備に伴

い、助産師のみ規定されていた守秘義務(刑 法第134条1項)は 、看護師 ・保健師にもおかれる

こととなった(保 健師助産師看護師法＜以下、保助看法 ＞第42条 の2)。

加えて、看護職に対する社会的評価 も法的に示 されるようになってきた。看護者に対する国民

の義務(看 護師等人材確保促進に関する法律第7条)は もちろんのこと、なによりも医療法にお

いて、看護師は医師と並列で医療の担い手と明記 され、専門職であることが法的に承認 された意

味は大きい(医 療法第1条 の2)。 看護師の 自律的判断による業務拡大を認めていこうとする議

論において 「高度実践看護師」は新たな職種 として承認 されるに至 らなかったが、高度専門的医

療の急速な発展のなか、また多死社会に突入する日本でも必要 とされる日も来るであろ う。

そしてフォレンジック看護である。法と看護が交わる領域での看護実践と称す るフォレンジッ

ク看護は、法の 「知」を活かす新たな看護 を感 じさせ られるものであ り、その存在は、法文上、

読み取れ るものである。

保健師助産師看護師法は、その 目的を、「保健師、助産師及び看護師の資質を向上 し、もって

医療及び公衆衛生の普及向上を図る」(保 助看法第1条)と する。公衆衛生は、個人衛生の原理

に基づ く衛生教育、疾病の早期診断と予防的治療のための医療及び看護の組織化、さらに地域社

会のすべての住民が健康を保持するにたる生活水準を保障するような社会機構の発展を目指 し

て行われる地域社会の努力を通 じて、疾病を予防 し、生命を延長 し、健康 と人間的能率の増進を
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図る科学であ り、技術(WHO定 義 より)で あるとすると、事故 ・事件に巻き込まれ生命 ・健康被

害を受けた対象のケアには、看護の知識 と技術を用いて得 られた事故 ・事件の予防 ・防止に寄与

す る情報を見つけ、適切なものと情報を共有 していくことが含まれ る。その情報は、個人情報の

なかでも慎重な取 り扱いを要する機微情報であり、また共有する情報の内容及び範囲について等、

関係法令のなかで適切な判断を行わなければならない。

また看護職のなかでも助産師は、死亡を確認することができることが法的に承認 されている

(同法第39条2項 、40条、41条)。医師はその基礎教育で法科学 を学び法医学を修得 している。

しか し、公衆衛生の普及向上を目的とする看護職の基礎教育では、そのごく一部の学修でよしと

されている。

そもそも保健師助産師看護師法は、日本国憲法第25条 により、国が国民の生命 ・健康 を守る

ために看護を行 うよ う、一定水準に達 していると認められる者に名称と業務独 占を認 めているも

のである。業務の過程で、専門職者 として どのように判断 し、行動を行 うかは、専門職者 として

の倫理である。 日本の看護師が掲げる倫理指針 となる 「看護者の倫理綱領(2003年 、 日本看護

協会)」 の前文には、看護の目的が記 されている。そこには、「生涯を通 してその最期まで、その

人 らしく生を全 うできるよう援助 を行 う」(太 字は筆者の強調)と ある。手にする免許は、そのた

めの手段であり、その社会的責務を果たすようにとある。ある日、突然、事故 ・事件に巻き込ま

れ健康被害を引き起 こしている人、違法薬物に限らず法に触れないもの(例 えば、薬・酒)に よ

って健康を害した人、自助努力ではどうしようもなく助けを求めた社会か らも理解 されず生きる

力を失いかけている人、皆、看護の対象である。倫理綱領にある 「その人らしく」の 「その人」

はどのよ うな人なのか、全人的に捉えるアセスメン トの視点である身体的、心理 ・精神的、社会

的観点から捉える既存の知識に、法科学 ・法医学の知が加わることで、その人を見つけることが

でき、適切な看護実践が行えるかもしれない。海外でのフォレンジック看護実践はその成果を証

明しており、 日本でも検討 ・実践する意義はあると思われる。

法は、枠である。法を厳格に解 して、何もできないのではなく、法の枠の範囲を見極め、でき

うる実践を見いだ し、そこでの成果を示していく。それが、当学会の使命であり、学術集会の責

務であろ う。

さて、第4回 フォレンジック看護学会学術集会大会長 を務めさせていただいて、はや半年が過

ぎようとしてお り、桜満開の春を迎えている。

大会テーマとした 「災害におけるフォレンジック看護実践の可能性」に答えを出す ことができ

ただろ うかと自問する日々である。今年、東 日本大震災か ら7年 を迎えてはいるが、復興は道半

ばであ り、今も厳 しい生活を強いられておられる方々も多くいるとのこと。そして未だ癒やす こ

とのできない トラウマに苦悩 しておられる方も忘れてはいけない。

大会の地である福岡は、同じ九州で熊本震災、そ して大会前の6月 には豪雨災害が発生 し、多

くの被害と尊い命が失われた。今後 も起こりうる自然が引き起こす脅威 に、我々がしうることは

防止対策に最先端技術を用いて情報を収集 し、予測を立て、英知を尽くして可能な限 り防止対策

を講 じること。これが自然へのせめて もの抵抗になるだろう。
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いのちがあれば、被害が大きくとも再生し人生を立て直 していくこともまた抵抗の1つ かもし

れない。しかし、それは1人 でできるものではない。皆で支え合 う基盤 とともに、身体を癒や し、

心を回復 させる支援が求められる。災害看護である。そ こにフォレンジック看護を導入す る意味

を考える。 これが、今回のテーマ設定であった。

1つ は、フォレンジック看護の日的よ り見いだ した課題である。社会生活において生 じる悲惨

なできごと(病 気や疾病を原因とするのではな く)が 生み出す苦痛や苦悩が引き起 こす健康障害

への看護を目的とするのが、フォレンジック看護である。

自然がもたらす被害によって、身体だけでなく、精神を病み、それが自他に対す る攻撃や破壊

につながる連鎖を断ち切 らなければならない。その視点で、今まで捉えられていない(い なかっ

た)対 象を見つけ出し、生命 ・健康被害から救済する、また知 り得た健康情報を活用 し対象が被

害事実を証明す る際の擁護者 となる、さらに被害の原因 ・要因を科学的分析 し防止対策に寄与す

ることである。

もう1つ は、死者へのケアである。看護の対象である人、その人を全人的に捉えること。これ

は看護の核である。フォレンジック看護は、対象の生死に関わらない と明確に述べ られている。

災害だけではない、死は誰にも必ず訪れる。死が人の生命の終わ りであれば、最後にその人 らし

く死が迎えられるよ う、そしてそのことが確認 ・実施 され る看護もある。災害や事件 ・事故に巻

き込まれ、無念な最後を迎えた方であれば、その原因を探 り、ご遺体を修復 し残 された遺族への

心の再生へ導くことも看護であろう。災害だけでなく、多死社会を迎えた日本では、死の看護は、

看取 りのケアだけでなく、死後のケアも含んでいくことになるであろう。

このような観点から、今大会では、法医学教育と看護学との連携をはかり、震災での救援 ・看

護実践 を体験された方々にご登壇いただき、貴重な講話 と助言をいただくことができた。これを

基にテーマの意図 と内容を検討する準備はできた と自負 している。

また、特別研修 として、同時期に発せ られた 「情報通信機器(ICT)を 利用 した死亡診断等ガ

イ ドライン」策定に係 る委員会委員長である東海大法医学大澤資樹教授より、ガイ ドラインにつ

いてご教示いただいた。

さらに、アメリカより、フォレンジック看護のパイオニアであるVirgnia A. Lynch先 生、国

際フォ レンジック看護協会(IAFN)か らSally J. Laskey氏 をお招きすることができたことも特

記 しておきたい。アメ リカにおいてもフォレンジック看護が認められ るには、多くの困難があっ

たとされる。それでもその意義が理解 され急速に世界的に拡大 していったのは、Lynch先 生の活

躍に他ならない。秘訣を問 う我々に一言、「パ ッション!」 と答えてくだ さった。講演だけでな

くその生き方か らも多大な学び と深い感銘 を与えて下さった。

Sally氏 もまた、発展を続けるIAFNの 進むべき道を示す方であ り、そのなかで日本のフォレ

ンジック看護への助言 と課題を示 して くださった。

大会を終え、改めて皆様に感謝と御礼を申し上げたい。与えて下さった知と力に応 えるべく、

日本でのフォ レンジック看護の実践 と発展を日指 していきたい。
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